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2022年６月 28日 

各 位 

 

会  社  名 ソレイジア・ファーマ株式会社 
代 表 者 名  代表取締役社長 荒井  好裕 

 （コード：4597、東証グロース） 
問 合 わ せ 先 取締役 CFO 管理本部長 宮下 敏雄 

電 話 03-5843-8046 

 

 

日本化薬株式会社との資本業務提携及び 

第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ 

 

当社は、2022年６月 28日付の当社取締役会において、日本化薬株式会社（以下「日本化薬」又は「割当予

定先」といいます。）との資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく提携を

「本資本業務提携」といいます。）を締結することを決議し、割当予定先に対して、第三者割当による新株式

（以下「本株式」といいます。）の発行を行うこと（以下「本第三者割当増資」といいます。）を決議いたしま

したので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

I 本資本業務提携契約の概要 

１. 本資本業務提携契約の目的及び理由 

当社グループは、現在、当社と連結子会社である Solasia Medical Information Consulting 

(Shanghai) Co. Ltd.及び持分法適用関連会社１社で構成されており、日本及び中国を中心とするアジア

諸国のがん領域の医療に貢献するため、海外又は国内の製薬企業又はバイオベンチャー企業から有望な

新薬等候補品を導入し、日本及びアジア諸国における臨床試験を中心とした開発活動を通じ、製品を医

薬品市場に供給するスペシャリティファーマです。 

当社が現在有する５つの既存製品・開発品は全てがん領域医薬品等です。当社は、今後も抗がん剤と

抗がん剤副作用処置薬剤を中心とする開発品ポートフォリオ拡充を図る予定です。現在、当社の製品・

開発品ポートフォリオのうち、２製品（Sancuso®（開発コード：SP-01。以下「SP-01」といいます。）

及びエピシル®口腔用液（開発コード：SP-03。以下「SP-03」といいます。））は既に販売を開始してお

ります。また、１製品（ダルビアス®（一般名:ダリナパルシン、開発コード：SP-02。以下「SP-02」と

いいます。））は日本当局承認済みであり本年中の販売開始を予定し、１開発品（一般名：

arfolitixorin、開発コード：SP-05。以下「SP-05」といいます。）は最終臨床試験（第Ⅲ相臨床試験）

の結果公表を本年８月頃迄に予定しております。 

■SP-01 Sancuso® 

経皮吸収型グラニセトロン製剤 適応：化学療法に起因する悪心・嘔吐 

本日現在の状況：当局承認取得、販売（中国） 

■SP-02 ダルビアス®（一般名:ダリナパルシン） 

ミトコンドリア標的アポトーシス誘導剤 適応：末梢性Ｔ細胞リンパ腫 

本日現在の状況：当局承認取得（日本）、第Ⅱ相最終試験完了（韓国、台湾、香港）、第Ⅱ相/Ⅲ相臨床

試験準備中（中国、欧州）、前期第Ⅱ相臨床試験完了（米国） 

■SP-03 episil® 

局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材（国内販売名：エピシル® 口腔用液） 

使用目的：がん等の化学療法や放射線療法に伴う口内炎で生じる口腔内疼痛の管理及び緩和 

本日現在の状況：当局承認取得（日本、中国、韓国）、販売（日本、中国、韓国） 
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■SP-04 PledOx® 

細胞内スーパーオキシド除去剤 適応：がん化学療法に伴う末梢神経障害 

本日現在の状況：非臨床試験実施中 

■SP-05 arfolitixorin 

葉酸製剤 適応：抗がん剤フルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強 

本日現在の状況：国際共同第Ⅲ相臨床試験結果解析中 

 

一方、高齢化社会を前提に、がん領域新規薬剤に対する医療現場からのニーズは今後も高まる状況に

あります。そのような状況下で、新規開発品を導入しその開発を不断に進めることは、当社の重要な使

命であるとともに、当社がアンメット・メディカル・ニーズに応えるための医薬品の導入・開発に努め、

がん領域の医療に対して貢献するためには、既存の５つの製品開発品に留まらず、新規開発品の探索導

入を行うことが重要であり、成長戦略の要と考えております。 

 

当社は、本年３月に普通社債と新株予約権を発行し、その資金使途の一部として新規開発品の導入と

開発遂行への投資を計画しておりますが、上記のニーズに対応するためには、新規開発案件への挑戦を

加速させる必要があると考えております。なお、日本化薬はがん領域に強みを持つ製薬企業であり、当

社と日本化薬は、2021 年 10 月 26 日に公表したとおり、当社製品 SP-02 について、日本国内における商

業化等に関するライセンス契約を締結しているパートナーです。 

この度、当社は、『患者さんの明るい未来のために、より良い医薬品を提供してゆきたい』という当社

ミッション実現に向け、がんに罹患している患者様、抗がん剤副作用に直面している患者様、さらに医

療従事者の期待に応えるため、今後も積極的にがん領域の新規開発品への挑戦を継続することが重要と

判断し、それに資する長期安定的な財源を確保するため、また、SP-02 のパートナーである日本化薬との

間で、今後の当社の事業展開において資本関係を含めて連携を図ることは、より強固な関係構築や製品

展開につながり得るものであり、当社医薬開発品の臨床現場への提供を通じた患者ＱＯＬ（クオリ

ティ・オブ・ライフ）の向上にさらに資するものと考え、日本化薬との間で、本資本業務提携及び本第

三者割当増資を行うことといたしました。 

 

２. 本資本業務提携の内容 

（１） 資本提携の内容 

当社は、本第三者割当増資により、日本化薬に対して、当社の普通株式 12,000,000株（当社の 2022年３月

31日現在の発行済株式数の 8.42％（小数点以下第３位を四捨五入。議決権比率について以下同様））を割り当

てます。本第三者割当増資の詳細については、後記「Ⅱ 第三者割当増資による新株の発行」をご参照くだ

さい。 

 

（２） 業務提携の内容 

当社は、日本化薬との間で、以下の概要の業務提携を予定しております。いずれの優先交渉権も２年間の有

効期間が設定され、以降については別途定められることとなります。 

① 今後の当社開発品導出機会に係る優先交渉権 

今後の当社開発品に関する日本国内における独占的な販売権を付与することに関して、優先的に交渉を

行う。 

② 当社製品開発品の製造に係る優先交渉権 

当社が製造権を有する既存及び今後の導入品の製造について、日本化薬の医薬品製造を担う工場での製

造に関する委託に関して、優先的に交渉を行う。 
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３. 本資本業務提携契約締結先の概要 

（１） 名 称 日本化薬株式会社 

（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長  涌元 厚宏 

（４） 
事 業 内 容 

機能化学品事業、医薬事業、セイフティシステムズ事業、その他の事

業 

（５） 資 本 金 14,932百万円 

（６） 設 立 年 月 日 1916年６月５日 

（７） 発 行 済 株 式 数 177,503,570株 

（８） 決 算 期 ３月 31日 

（９） 従 業 員 数 5,703名 

（10） 

主 要 取 引 先 

仕入先：CELLTRION HEALTHCARE CO.,LTD.  丸富興行株式会社 

販売先：株式会社スズケン、株式会社メディセオ、アルフレッサ株式

会社 

（11） 
主 要 取 引 銀 行 

株式会社三菱 UFJ銀行、株式会社常陽銀行、株式会社日本政策投資銀

行 

（12） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 

（2022 年３月 31 日現在） 

 

１. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 15.29％ 

２. 

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL 

INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人 香

港上海銀行東京支店） 8.08％ 

３. 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6.84％ 

４. 
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION 

FUNDS（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 3.98％ 

５. カヤベスタークラブ 3.56％ 

６. 
全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社) 3.06％ 

７. 株式会社三菱ＵＦＪ銀行  3.02％ 

８. 
株式会社常陽銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行

株式会社) 3.02％ 

９. 
明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カスト

ディ銀行) 2.87％ 

10. 
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY（常任代理人 

香港上海銀行東京支店） 2.54％ 

（13） 上場会社と割当予定先との間の関係 

 資 本 関 係 該当事項はありません。 

 人 的 関 係 該当事項はありません。 

 

取 引 関 係 

当社は、2021年 10月 26日、割当予定先との間で当社開発品 SP-02の

日本国内における商業化等に関するライセンス契約を締結しておりま

す。 

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
該当事項はありません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 

 連 結 純 資 産 ( 百 万 円 ) 210,019 228,273 246,425 

 連 結 総 資 産 ( 百 万 円 ) 278,496 294,535 315,459 

 １株当たり連結純資産(円) 1,225.71 1,332.06 1,459.06 
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 連 結 売 上 高 ( 百 万 円 ) 175,123 173,381 184,805 

 連結営業利益 (百万円 ) 17,485 15,194 21,050 

 連結経常利益 (百万円 ) 18,026 16,538 23,154 

 
親会社株主に帰属する 

当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 
12,815 12,574 17,181 

 １株当たり連結当期純利益(円) 74.25 73.62 101.70 

 １ 株 当 た り 配 当 金 ( 円 ) 30.0 30.0 40.0 

 

４. 本資本業務提携の日程 

（１） 取締役会決議日 2022年６月 28日 

（２） 本資本業務提携契約締結日 2022年６月 28日 

 

５. 今後の見通し 

本資本業務提携が 2022年 12月期の当社業績に与える影響は軽微と見込んでいます。なお、当社は、本資本

業務提携及び本第三者割当増資は当社の中長期的な事業成長と企業価値向上に資すると判断しています。今後、

適時開示の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

 

II 第三者割当による新株式の発行 

１. 募集の概要 

（１） 払 込 期 日 2022年７月 14日 

（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 12,000,000株 

（３） 発 行 価 額 
発行価額 １株につき 85円 

発行価額の総額 1,020,000,000円 

（４） 調 達 資 金 の 額 990,000,000円（差引手取概算額） 

（５） 資 本 組 入 額 
資本組入額 １株につき 42.5円 

資本組入額の総額 510,000,000円 

（６） 
募集又は割当 方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法によります。 

日本化薬 12,000,000株 

（７） そ の 他 
前記各号については、金融商品取引法による届出での効力発生を条件とし

ます。 

 

２. 募集の目的及び理由 

（１）資金調達の目的及び理由 

上記「Ⅰ．本資本業務提携契約の概要 １．本資本業務提携契約の目的及び理由」をご参照ください。 

 

（２）資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、第三者割当の方法による新株式の発行によるものであり、当社が割当予定先に対し本

株式を割り当て、割当予定先からの金銭の払込みによって、払込期日に当社の資本が増加する仕組みとなっ

ております。 

 

（３）資金調達方法の選択理由 

当社2022年３月末の現預金残高は790百万円であり、短期決済が見込まれる営業債権及びその他債権は129

百万円です。以下記載の資金使途である新規開発品の導入及び開発等に要する想定投資額は、これら手元資

金の充当のみでは不十分となる可能性が高い状況にあります。そのため、当社は、第三者割当による新株式

の発行は、当社に必要な資金を確実かつ早期に調達できるメリットがあり、また、資本の充実を図り財務基

盤の強化を実現できるものであることから、以下の他の資金調達方法との比較も踏まえた結果、また割当予

定先においては下記「６．割当予定先の選定理由等（３）割当予定先の保有方針」に記載のとおり、中長期
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的な株式の継続保有がなされる見込みであることも踏まえ、資金調達の方法として現時点で最適であると判

断いたしました。 

① 今般の資金使途に投資回収までに相当の期間を要する新規開発品への投資が含まれるところ、その調達源

泉は資本性が高いものであることが望ましく、銀行借入や普通社債による負債性の資金調達は、今回の資

金調達の方法としては適切ではないと判断いたしました。 

② 公募増資及び株主割当による新株式の発行は、本第三者割当増資と同様に財務基盤の強化に資するととも

に、資金調達が一度に可能となるものの、調達に要する時間及びコストも第三者割当による新株式の発行

より割高であること、また、公募増資では一般投資家の参加率、株主割当では既存株主の参加率が不透明

であり、当社が必要な資金を調達できるか不透明であることから、今回の資金調達の方法としては適切で

はないと判断いたしました。 

③ 新株予約権の発行に関しては、資本性の資金となり得るものの、発行時点においてまとまった資金が調達

できにくく、また、新株予約権の発行の場合は、即時にまとまった株式保有につながらない可能性がある

ところ、今回、資本提携と株式保有を通じた関係強化を即時に図りたいことから、今回の資金調達の方法

としては適切ではないと判断いたしました。 

 

３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 1,020,000,000円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 30,000,000円 

③ 差 引 手 取 概 算 額 990,000,000円 

(注) １. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２. 発行諸費用の概算額は、アドバイザリー費用、弁護士費用、払込取扱銀行手数料、その他事務費 

  用（有価証券届出書作成費用及び変更登記費用等）の合計額です。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① 新規開発品導入等 990 2022年７月～2024年 12月 

 

具体的な使途といたしましては、以下を予定しております。なお、当社は、以下の資金使途に充当するまで

の間、本第三者割当増資による調達資金を当社預金口座で保管する予定です。 

 

① 新規開発品導入等 

当社は、当社の製品・開発品ポートフォリオのうち、２製品（Sancuso®（SP-01）及びエピシル®口腔用液

（SP-03））は既に販売を開始しております。また、１製品（ダルビアス®（SP-02））の開発も完了し当局承認

済みであり本年中の販売開始を予定し、１開発品（SP-05）は最終臨床試験（第Ⅲ相臨床試験）の結果公表を

本年８月頃迄に予定しております。 

一方、当社がアンメット・メディカル・ニーズに応えるための医薬品の導入・開発に努め、がん領域の医療

に対して貢献するためには、既存の５つの製品開発品に留まらず、新規開発品の探索導入を行うことが重要で

あり、成長戦略の要と考えております。2020 年７月 15 日に公表した「新規開発候補品独占交渉権取得に関す

るお知らせ」のとおり、当社は、腹膜播種治療を目的とした核酸医薬候補品の権利取得に係る独占交渉権を取

得しており、今後、当該候補品の開発進捗を見定め、腹膜播種治療薬候補品のライセンスを取得し開発を遂行

する計画がありますが、これ以外にも新規 RNA 編集技術 PPR (Pentatricopeptide Repeat)プロジェクトも候

補の一つとして新規開発品の探索を継続的に遂行しており、上記以外の候補品も含め複数種の新規開発品につ

いて導入機会の実現と初期開発投資を図る予定です。 

新規開発品の導入費用は開発品の進捗度合や想定市場性に相関し、開発費用も必要とされる臨床試験の規模
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に相関することから、金額が多額となる可能性があります。そのため、現時点では、2024年 12月にわたり新

規開発品探索導入費用（主にライセンス取得費用を指します。）、開発費用（主に臨床試験費用を指します。）

及び開発体制維持費用（主に開発遂行に必要な人件費等諸経費を指します。）に対し、本第三者割当増資によ

る調達資金を先行して充当し、次いで 2022年３月発行の当社第 13回新株予約権による調達資金を充当する予

定です。なお、仮に次に導入する新規開発品の導入費用、開発費用及び開発体制維持費用が低額となり、資金

に余剰が発生した場合には、更なる新規開発品の導入費用等に充当する想定です。 

 

このように、新規開発品を導入開発等するにあたり、ライセンス権利導入に要する多額の資金が早期に必要

となることを想定し、2022 年３月２日の当社第 13 回新株予約権発行による資金調達に加え、本第三者割当増

資を行って早期に生じ得る新規開発品導入費用等に充当していくことにより、当該新株予約権のみの場合より

も、開発を加速させていく予定です。また、この他開発活動の体制維持も行ってまいります。 

 

４. 資金使途の合理性に関する考え方 

上記「Ⅰ１．本資本業務提携契約の目的及び理由」記載のとおり、今回調達する資金は、当社の現在の５つ

の製品開発品に留まらず、新規開発品の導入開発等に用いられる予定であるところ、これらの導入開発等を図

ることは、将来の収益の拡大につながり得るものであり、当社の中長期の事業成長及び企業価値向上並びに既

存株主の利益に資するものであると判断しており、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」記

載の資金使途は合理的なものであると考えております。 

 

５. 発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠 

本株式の払込金額は、割当予定先との協議を踏まえ、本株式の発行に係る取締役会決議の直前取引日（2022

年６月 27日）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における当社普通株式の終

値と同額である 85 円といたしました。取締役会決議の直前取引日の終値と同額を採用することといたしまし

たのは、直近の株価が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断したためです。また、

日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（2010 年４月１日制定）に準拠していると考えてい

ます。なお、当該払込金額 85 円につきましては、本株式の発行に係る取締役会決議の直前取引日（2022 年６

月 27日）までの直近１か月間の当社普通株式の終値の平均値 88円（小数点以下を四捨五入。以下、平均株価

の計算について同様に計算しております。）に対する乖離率が△3.41％（小数点以下第３位を四捨五入。以下、

株価に対する乖離率の数値の計算について同様に計算しております。）、同直近３か月間の当社普通株式の終値

の平均値 86円に対する乖離率が△1.16％、同直近６か月間の当社普通株式の終値の平均値 91円に対する乖離

率が△6.59％となります。 

また、当社監査役３名（うち社外監査役３名）全員から、本第三者割当増資の払込金額は、本株式の発行に

係る取締役会決議の直前取引日（2022年６月27日）における当社普通株式の終値と同額である85円であり、

当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準に、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関

する指針」に準拠し、当社の直近の財政状態及び経営成績等を勘案して決定されたもので、適正かつ妥当であ

り、割当予定先に特に有利な金額ではなく、適法である旨の意見を得ております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本第三者割当増資における新規発行株式数は 12,000,000株（議決権数 120,000個）であり、2022年３月 31

日現在の当社発行済株式総数142,451,310株（議決権総数1,424,419個）を分母とする希薄化率は8.42％（議

決権ベースでの希薄化率は 8.42％）に相当します。 

なお、2021年 12月 31日現在における当社の発行済株式総数 133,946,210株（議決権数 1,339,368個）に対

して、本日の発行決議に先立つ６か月以内に発行された当社第 13 回新株予約権の全てが行使された場合に交

付される普通株式数 33,000,000 株（議決権 330,000 個）を合算した総株式数は 45,000,000 株（議決権数

450,000個）となり、これに係る希薄化率は、33.60％（議決権ベースでの希薄化率は 33.60％）に相当します。

これにより、既存株主においては、一定程度の保有株式割合（議決権割合）の希薄化が生じます。 
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しかしながら、本第三者割当増資は、当社と割当予定先との間の本資本業務提携に基づき実施されるもので

あること、当社の現在の５つの製品開発品に留まらず、新規開発品の導入開発等に用いられる予定であるとこ

ろ、これらの導入開発等を図ること等から、当社の中長期の事業成長及び企業価値向上に資するものであり、

将来の一株あたり利益を希薄化せしめるものではなく向上させることとなり、既存株主の利益にも資するもの

と判断しております。本第三者割当増資による発行数量及びこれによる株式希薄化の規模は、中長期の事業成

長及び企業価値向上並びに既存株主の利益の実現のために相当の範囲内でのものであり、合理的であると考え

ております。なお、割当予定先は当社株式を中長期的に保有する方針であることも踏まえ、流通市場への影響

も限定的であると考えております。なお、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する客観的な意見の内容

は下記「９．企業行動規範上の手続に関する事項」をご参照ください。 

 

６. 割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

上記「Ⅰ．本資本業務提携契約の概要 １．本資本業務提携契約の目的及び理由」をご参照ください。 

なお、割当予定先は、東京証券取引所プライム市場に株式を上場しており、割当予定先が東京証券取引所に

提出した 2021年 11月 30日付「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において、反社会的勢力排除に

向けた基本的な考え方及びその整備状況を公表しているため、当社は、割当予定先関係者について、反社会的

勢力とは一切関係がないと判断しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

上記「Ⅰ．本資本業務提携契約の概要 １．本資本業務提携契約の目的及び理由」をご参照ください。 

なお、当社は、継続的な新規開発品の導入と開発実施は、当社の中長期的な企業価値向上のための重要施策

であり、それを実現させるために、当社の財務基盤を強化しておくことが重要であると考えています。一方、

当社は、現状、事業収益に比較して大きい開発品先行投資を継続している状況ですので、新規開発品に投じる

原資を資本性の資金をもって調達することが重要であると考えており、その機会を従前より継続的に探索して

います。 

当社は、2021 年 10 月に割当予定先との間で開発品 SP-02 に係る日本国内における商業化等に関するライセ

ンス関係を構築したことを契機として、割当先に対し当社への出資を打診したところ、割当先の賛同を得るに

至り、日本化薬を割当先とすることは、資本性の資金をもって当社の財務基盤の強化につながるとともに、よ

り強固な関係構築や製品展開につながり得るものであり相当であると判断して、本第三者割当増資を行うこと

となりました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先が本第三者割当増資により取得する当社株式を中長期的に保有する方針であることを口

頭で確認しております。 

また、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年以内に本第三者割当増資により発行される

株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告

内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつ

き、確約書を取得する予定です。 

さらに、当社は、割当予定先との間で、本第三者割当増資に係る払込みが行われることを条件として、割当

予定先が、払込期日から２年間、当社の普通株式の譲渡、承継、担保権の設定その他の処分を行う場合、当社

による事前の書面による承諾を得なければならないとする予定です。 

 

（４）割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先が 2022年６月 28日に提出している第 165期有価証券報告書の連結貸借対照表により、

本第三者割当増資に伴って割り当てられる本株式の払込みのために十分な現金及び現金同等物を保有している

ことを確認しております。 
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７. 募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2022年３月 31日現在） 募集後 

伊藤忠商事株式会社 16.04 ％ 伊藤忠商事株式会社 14.79 ％ 

マルホ株式会社 7.95 ％ 日本化薬株式会社 7.77 ％ 

日本カストディ銀行（信託口） 2.44 ％ マルホ株式会社 7.33 ％ 

MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC 1.59 ％ 日本カストディ銀行（信託口） 2.25 ％ 

MSIP CLIENT SECURITIES 1.44 ％ MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC 1.46 ％ 

マネックス証券株式会社 0.95 ％ MSIP CLIENT SECURITIES 1.32 ％ 

株式会社 SBI証券 0.84 ％ マネックス証券株式会社 0.87 ％ 

今村 均 0.81 ％ 株式会社 SBI証券 0.78 ％ 

BNY GCM ACCOUNTS M NOM 0.79 ％ 今村 均 0.75 ％ 

BNY FOR GCM RE GASBU 0.61 ％ BNY GCM ACCOUNTS M NOM 0.73 ％ 

(注１) 持株比率は 2022年３月 31日現在の株主名簿に基づき、発行済株式総数（自己株式を含みます。）に

対する比率を記載しております。 

(注２) 持株比率は小数点第３位を四捨五入しております。 

 

８. 今後の見通し 

本第三者割当増資が 2022年 12月期の当社業績に与える影響は軽微と見込んでいます。なお、当社は、本資

本業務提携及び本第三者割当増資は当社の中長期的な事業成長と企業価値向上に資すると判断しています。今

後、適時開示の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

 

９. 企業行動規範上の手続に関する事項 

本第三者割当増資により増加する議決権の数は 120,000個であり、2022年３月２日発行の第三者割当によ

る第 13回行使価額修正条項付新株予約権の行使により増加する可能性がある議決権の数 330,000個を合わせ

た計 450,000個は、2021年 12月 31日現在の発行済株式総数 133,946,210株の議決権の数である 1,339,368

個の 33.60％（小数点以下第３位を四捨五入）となり、希薄化率が 25％以上となることから、東京証券取引所

の定める有価証券上場規程第 432条に規定される、経営者から一定程度独立した者による本第三者割当増資の

必要性及び相当性に関する客観的な意見の入手又は株主の意思確認手続を要することとなります。 

そこで、当社は、常勤監査役として当社事業への深い理解、医薬品業界の他社での経営経験、金融機関勤務

による資本政策や経営監視に対する深い知見等を有し、当社から一定程度独立した社外監査役である荒木進氏

に対し、本第三者割当増資に係る必要性及び相当性に関する客観的な意見を諮問し、2022年６月 28日付で概

要以下のとおりの意見を受領いたしました。なお、当社社外監査役荒木進氏は、当社との間で、当社の監査役

に就任していることを除いては取引及び契約並びに出資等の関係がないため、当社経営者から一定程度独立し

た第三者です。 

 

（意見の概要） 

１．結論 

本第三者割当増資には必要性及び相当性が認められる。 

 

２．必要性について 

（１）資金調達の目的及び理由 

ソレイジアグループは、現在、ソレイジア・ファーマ株式会社（以下「ソレイジア」という。）と連結子会

社である Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd.及び持分法適用関連会社１社で構

成されており、日本及び中国を中心とするアジア諸国のがん領域の医療に貢献するため、海外又は国内の製薬

企業又はバイオベンチャー企業から有望な新薬等候補品を導入し、日本及びアジア諸国における臨床試験を中

心とした開発活動を通じ、製品を医薬品市場に供給するスペシャリティファーマである。 
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ソレイジアが現在有する５つの既存製品・開発品は全てがん領域医薬品等である。ソレイジアは、今後も抗

がん剤と抗がん剤副作用処置薬剤を中心とする開発品ポートフォリオ拡充を図る予定である。現在、ソレイジ

アの製品・開発品ポートフォリオのうち、２製品（Sancuso®（開発コード：SP-01。以下「SP-01」という。）

及びエピシル®口腔用液（開発コード：SP-03。以下「SP-03」という。））は既に販売を開始している。また、

１製品（ダルビアス®（一般名:ダリナパルシン、開発コード：SP-02。以下「SP-02」という。））は日本当局承

認済みであり本年中の販売開始を予定し、１開発品（一般名：arfolitixorin、開発コード：SP-05。以下

「SP-05」という。）は最終臨床試験（第Ⅲ相臨床試験）の結果公表を本年８月頃迄に予定している。 

 

■SP-01 Sancuso® 

経皮吸収型グラニセトロン製剤 適応：化学療法に起因する悪心・嘔吐 

本日現在の状況：当局承認取得、販売（中国） 

■SP-02 ダルビアス®（一般名:ダリナパルシン 

ミトコンドリア標的アポトーシス誘導剤 適応：末梢性Ｔ細胞リンパ腫 

本日現在の状況：当局承認申請済（日本）、第Ⅱ相最終試験完了（韓国、台湾、香港）、第Ⅱ相/Ⅲ相臨床試

験準備中（中国、欧州） 

■SP-03 episil® 

局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材（国内販売名：エピシル® 口腔用液） 

使用目的：がん等の化学療法や放射線療法に伴う口内炎で生じる口腔内疼痛の管理及び緩和 

本日現在の状況：当局承認取得（日本、中国、韓国）、販売（日本、中国、韓国） 

■SP-04 PledOx® 

細胞内スーパーオキシド除去剤 適応：がん化学療法に伴う末梢神経障害 

本日現在の状況：非臨床試験実施中 

■SP-05 arfolitixorin 

葉酸製剤 適応：抗がん剤フルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強 

本日現在の状況：国際共同第Ⅲ相臨床試験結果解析中 

 

一方、高齢化社会を前提に、がん領域新規薬剤に対する医療現場からのニーズは今後も高まる状況にある。

そのような状況下で、新規開発品を導入しその開発を不断に進めることは、ソレイジアの重要な使命であると

ともに、ソレイジアがアンメット・メディカル・ニーズに応えるための医薬品の導入・開発に努め、がん領域

の医療に対して貢献するためには、既存の５つの製品開発品に留まらず、新規開発品の探索導入を行うことが

重要であり、成長戦略の要と考えている。 

ソレイジアは、本年３月に普通社債と本新株予約権を発行し、その資金使途の一部として新規開発品の導入

と開発遂行への投資を計画しているが、上記のニーズに対応するためには、新規開発案件への挑戦を加速させ

る必要があると考えている。なお、日本化薬株式会社（以下「日本化薬」又は「割当予定先」という。）はが

ん領域に強みを持つ製薬企業であり、ソレイジアと日本化薬は、2021年 10月 26日に公表したとおり、ソレ

イジア製品 SP-02について、日本国内における商業化等に関するライセンス契約を締結しているパートナーで

ある。 

そこで、ソレイジアは、『患者さんの明るい未来のために、より良い医薬品を提供してゆきたい』というソ

レイジアのミッション実現に向け、がんに罹患している患者様、抗がん剤副作用に直面している患者様、さら

に医療従事者の期待に応えるため、今後も積極的にがん領域の新規開発品への挑戦を継続することが重要と判

断し、それに資する長期安定的な財源を確保するため、また、SP-02のパートナーである日本化薬との間で、

今後のソレイジアの事業展開において資本関係を含めて連携を図ることは、より強固な関係構築や製品展開に

つながり得るものであり、ソレイジア医薬開発品の臨床現場への提供を通じた患者ＱＯＬ（クオリティ・オ

ブ・ライフ）の向上にさらに資するものと考え、日本化薬との間の資本業務提携契約に基づく提携（以下「本

資本業務提携」という。）及び本第三者割当増資を行うこととした。 
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（２）資金使途 

ソレイジアは、具体的な使途として、以下を予定している。 

ソレイジアは、ソレイジアの製品・開発品ポートフォリオのうち、２製品（Sancuso®（SP-01）及びエピシ

ル®口腔用液（SP-03））は既に販売を開始している。また、１製品（ダルビアス®（SP-02））の開発も完了し当

局承認済みであり本年中の販売開始を予定し、１開発品（SP-05）は最終臨床試験（第Ⅲ相臨床試験）の結果

公表を本年８月頃迄に予定している。 

一方、ソレイジアがアンメット・メディカル・ニーズに応えるための医薬品の導入・開発に努め、がん領域

の医療に対して貢献するためには、既存の５つの製品開発品に留まらず、新規開発品の探索導入を行うことが

重要であり、成長戦略の要と考えている。2020年７月 15日に公表した「新規開発候補品独占交渉権取得に関

するお知らせ」のとおり、ソレイジアは、腹膜播種治療を目的とした核酸医薬候補品の権利取得に係る独占交

渉権を取得しており、今後、当該候補品の開発進捗を見定め、腹膜播種治療薬候補品のライセンスを取得し開

発を遂行する計画があるが、これ以外にも新規 RNA 編集技術 PPR (Pentatricopeptide Repeat)プロジェクト

も候補の一つとして新規開発品の探索を継続的に遂行しており、上記以外の候補品も含め複数種の新規開発品

について導入機会の実現と初期開発投資を図る予定である。 

新規開発品の導入費用は開発品進捗度合や想定市場性に相関し、開発費用も必要とされる臨床試験の規模に

相関することから、金額が多額となる可能性がある。そのため、現時点では、2024年 12月にわたり新規開発

品探索導入費用（主にライセンス取得費用を指す。）、開発費用（主に臨床試験費用を指す。）及び開発体制維

持費用（主に開発遂行に必要な人件費等諸経費を指す。）に対し、本第三者割当増資による調達資金を先行し

て充当し、次いで本新株予約権による調達資金を充当する予定である。なお、仮に次に導入する新規開発品の

導入費用、開発費用及び開発体制維持費用が低額となり、資金に余剰が発生した場合には、更なる新規開発品

の導入費用等に充当する想定である。 

このように、新規開発品を導入開発等するにあたり、ライセンス権利導入に要する多額の資金が早期に必要

となることを想定し、本新株予約権発行による資金調達に加え、本第三者割当増資を行って早期に生じ得る新

規開発品導入費用等に充当していくことにより、当該新株予約権のみの場合よりも、開発を加速させていく予

定である。また、この他開発活動の体制維持も行っていく予定である。 

 

（３）従前の調達資金との関係 

また、ソレイジアは、2022年３月２日に行った本新株予約権の発行により、最大で 3,442,890,000 円（内

訳は本新株予約権発行による調達額が 10,890,000円、本新株予約権行使による調達額が 3,432,000,000 円）

の資金調達を見込んでおり、かかる調達資金の使途は、①SP-02 開発資金等が 1,500,000,000円、②新規開発

品導入等が 1,922,000,000円とされている。 

この点、本第三者割当増資の資金使途は、本新株予約権による調達資金の資金使途と重複し得るものである

が、(i) ソレイジア 2022年３月末の現預金残高は 790百万円、短期決済が見込まれる営業債権及びその他債

権は 129百万円であり、資金使途②の達成に要する想定投資額は、これら手元資金の充当及び本新株予約権に

よる資金調達のみでは不十分となる可能性が高い状況にあること、(ii)新株予約権の行使は新株予約権者の意

思によるものであり、本新株予約権がすべて行使されて上記見込金額の資金調達が達成できるか不確定の状況

であること、(iii)本新株予約権の行使期間は 2022年３月３日から 2024年３月４日までとされているとこ

ろ、即時に上記見込金額の資金調達ができるものではなく、どのタイミングで資金調達ができるか不確定であ

ること等からすれば、新規開発品を導入開発等するにあたり、本第三者割当増資を行って早期に生じ得る新規

開発品導入費用等に充当していくことにより、本新株予約権のみの場合よりも、開発を加速させていくことが

でき、本第三者割当増資の実行が重要であると認められる。これらの事情からすれば、本新株予約権を発行し

ていることは、本株式発行による資金調達の必要性を否定する事情となるとはいえないと考えられる。 

 

（４）小括 

 以上のような資金調達の目的及び理由、資金使途等を踏まえると、ソレイジアにおいては、既存の５つの

製品開発品に留まらず、新規開発品の導入開発等を行うことが重要であり、成長戦略の要であると認められる

が、当該新規開発品の導入開発等を行うための資金が十分ではない可能性が高いというソレイジアの足元の状
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況からすれば、本株式発行は、かかる成長戦略の実行に重要なものであるといえることから、ソレイジアに

とって必要であると認められる。 

 

３．相当性について 

（１）発行条件の相当性 

本株式の払込金額は、発行決議日の直前取引日である令和４年６月 27日のソレイジア株式の終値と同額で

ある 85円とすることが予定されている。 

ソレイジアの業績、財務状況、株価動向等を踏まえれば、ソレイジアの客観的企業価値を最も適正に反映し

ていると考えられる直近の市場株価を基準とすることに不合理な点はない。 

また、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（2010年４月１日制定）によれば、「払

込金額は、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売買がない場合は、当該直前日か

らさかのぼった直近日の価額）に 0.9を乗じた額以上の価額であること。ただし、直近日又は直前日までの価

額又は売買高の状況等を勘案し、当該決議の日から払込金額を決定するために適当な期間（最長 6か月）をさ

かのぼった日から当該決議の直前日までの間の平均の価額に 0.9を乗じた額以上の価額とすることができる」

としており、一般的にかかる指針の範囲内の払込金額であれば、「特に有利な金額」には該当しないと考えら

れる。本株式の払込金額は、発行決議日の直前取引日のソレイジア株式の終値と同額であることから、上記指

針に準拠している。 

以上の事情に照らせば、本株式の払込金額は、「特に有利な金額」に該当せず、相当である。 

また、その他、本第三者割当増資の発行条件について不合理な点は見受けられず、相当なものであると認め

られる。 

 

（２）発行方法の相当性（他の資金調達手段との比較） 

本第三者割当増資は、第三者割当の方法による新株式の発行によるものであり、ソレイジアが割当予定先に

対し本株式を割り当て、割当予定先からの金銭の払込みによって、払込期日にソレイジアの資本が増加する仕

組みとなっている。 

ソレイジアの 2022年３月末の現預金残高は 790百万円であり、短期決済が見込まれる営業債権及びその他

債権は 129百万円である。上記の資金使途である新規開発品の導入及び開発等に要する想定投資額は、これら

手元資金の充当のみでは不十分となる可能性が高い状況にある。そのため、ソレイジアは、新規開発品導入等

の資金を確保するために、本株式の第三者割当により資金調達を行うことを予定している。 

以下の点からすれば、ソレイジアが、第三者割当による新株式の発行は、ソレイジアに必要な資金を確実か

つ早期に調達できるメリットがあり、また、資本の充実を図り財務基盤の強化を実現できるものであること等

から、以下の他の資金調達方法との比較も踏まえた結果、発行方法として相当であると認められる。 

 

ア 銀行借入や普通社債による負債性の資金調達 

 

今般の資金使途に投資回収までに相当の期間を要する新規開発品への投資が含まれるところ、その調達源泉

は資本性が高いものであることが望ましく、銀行借入や普通社債による負債性の資金調達は、今回の資金調達

の方法としては適切ではないと考えられる。 

 

イ 公募増資及び株主割当による新株式の発行 

 

本第三者割当増資と同様に財務基盤の強化に資するとともに、資金調達が一度に可能となるものの、調達に

要する時間及びコストも第三者割当による新株式の発行より割高であること、また、公募増資では一般投資家

の参加率、株主割当では既存株主の参加率が不透明であり、ソレイジアが必要な資金を調達できるか不透明で

あることから、今回の資金調達の方法としては適切ではないと考えられる。 
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ウ 新株予約権の発行 

 

資本性の資金となり得るものの、発行時点においてまとまった資金が調達できにくく、また、新株予約権の

発行の場合は、即時にまとまった株式保有につながらない可能性があるところ、今回、資本提携と株式保有を

通じた関係強化を即時に図りたいというソレイジアの目的からすれば、今回の資金調達の方法としては適切で

はないと考えられる。 

 

（３）割当先の相当性 

上記のとおり、日本化薬はがん領域に強みを持つ製薬企業であり、ソレイジアにとって日本化薬は、2021

年 10月 26日に公表したとおり、ソレイジア開発品 SP-02について、日本国内における商業化等に関するライ

センス契約を締結しているパートナーでもあること等からすれば、日本化薬を割当先とすることは、資本性の

資金をもって当社の財務基盤の強化につながるとともに、より強固な関係構築や製品展開につながり得るもの

であり、相当であると考えられる。 

また、ソレイジアは、割当予定先が本第三者割当増資により取得するソレイジア株式を中長期的に保有する

方針であることを口頭で確認している。また、ソレイジアは割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年

以内に本第三者割当増資により発行される株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容をソレイジアに

対して書面により報告すること、ソレイジアが当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告

内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定である。 

加えて、ソレイジアは、割当予定先が 2022年６月 28日に提出している第 165期有価証券報告書の連結貸借

対照表により、本第三者割当増資に伴って割り当てられる本株式の払込みのために十分な現金及び現金同等物

を保有していることを確認している。 

割当予定先は、東京証券取引所プライム市場に株式を上場しており、割当予定先が東京証券取引所に提出し

た 2021年 11月 30日付「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において、反社会的勢力排除に向けた

基本的な考え方及びその整備状況を公表しているため、ソレイジアは、割当予定先関係者について、反社会的

勢力とは一切関係がないと判断している。 

以上より、割当予定先として日本化薬を選定することは相当であると認められる。 

 

（４）希薄化率を踏まえた検討 

本第三者割当増資により発行される株式は 12,000,000株（議決権数 120,000個）であり、2022年３月 31

日現在の発行済株式総数 142,451,310株（議決権総数 1,424,419個）を分母とする希薄化率は 8.42％（議決

権ベースでの希薄化率は 8.42％）に相当する。 

なお、2021年 12月 31日現在におけるソレイジアの発行済株式総数 133,946,210株（議決権数 1,339,368

個）に対して、本日の発行決議に先立つ６か月以内に発行された本新株予約権の全てが行使された場合に交付

される普通株式数 33,000,000株（議決権 330,000個）を合算した総株式数は 45,000,000株（議決権数

450,000個）となり、これに係る希薄化率は、33.60％（議決権ベースでの希薄化率は 33.60％）に相当する。

これにより、既存株主においては、一定程度の希薄化が生じる。 

しかしながら、ソレイジアは、①本第三者割当増資は、ソレイジアと割当予定先との間の本資本業務提携に

基づき実施されるものであること、ソレイジアの現在の５つの製品開発品に留まらず、新規開発品の導入開発

等に用いられる予定であるところ、これらの導入開発等を図ること等から、ソレイジアの中長期の事業成長及

び企業価値向上に資するものであり、将来の一株あたり利益を希薄化せしめるものではなく向上させることと

なり、既存株主の利益にも資するものと判断している。また、②本第三者割当増資による発行数量及びこれに

よる株式希薄化の規模は、中長期の事業成長及び企業価値向上並びに既存株主の利益の実現のために相当の範

囲内でのものであり、合理的であると考えている。なお、③割当予定先はソレイジア株式を中長期的に保有す

る方針であることも踏まえ、流通市場への影響も限定的であると考えている。 

以上のソレイジアの考え方及び判断内容に不合理な点は見受けられず、本第三者割当増資における必要性等

に鑑みれば、上記希薄化の規模は相当な範囲内であると認められる。 
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４．結語 

以上からすれば、ソレイジアから説明を受けた事項を前提とする限り、本第三者割当増資には必要性が認め

られ、その払込金額、発行方法、割当先の選定及び希薄化の規模等はいずれも相当であると認められることか

ら、本第三者割当増資には必要性及び相当性が認められる。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 2019年 12月期 2020年 12月期 2021年 12月期 

売 上 収 益 1,310百万円 454百万円 559百万円 

営 業 利 益 △1,762百万円 △4,116百万円 △2,419百万円 

税 引 前 当 期 利 益  △1,797百万円 △4,159百万円 △2,442百万円 

親会社の所有者に帰属する当期利益 △1,867百万円 △4,127百万円 △2,478百万円 

基 本 的 １ 株 当 た り 連 結 当 期 利 益 △17.75円 △35.16円 △19.04円 

１ 株 当 た り 配 当 金 ０円 ０円 ０円 

１株当たり親会社の所有者帰属持分 59.43円 29.78円 19.38円 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2022年３月31日現在。潜在株式数は2022年５月

31日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 142,451,310株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
29,529,499株 20.73％ 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2019年 12月期 2020年 12月期 2021年 12月期 

始  値 139円 181円 118円 

高  値 248円 267円 182円 

安  値 137円 96円 97円 

終  値 184円 116円 107円 

 

② 最近６か月間の状況 

 
2022年 

１月 
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

始  値 107円 100円 93円 86円 92円 90円 

高  値 108円 134円 97円 92円 94円 97円 

安  値 96円 85円 75円 84円 75円 78円 

終  値 100円 92円 86円 87円 90円 85円 

（注）2022年６月の株価については、2022年６月 27日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2022年６月 27日 

始  値 87円 

高  値 87円 

安  値 83円 

終  値 85円 
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（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

①第三者割当による新株式の発行 

払 込 期 日 2019年 12月 26日 

調 達 資 金 の 額 1,689,924,000円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 1,709,924,000円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
105,450,795株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
11,324,000株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
116,774,795株 

割 当 先 マルホ株式会社 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①新規開発品 SP-05の導入費用として 100～500百万円 

②新規開発品 SP-05の開発費用として 1,189～1,589百万円 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

①2019年 12月～2020年６月 

②2020年１月～2022年 12月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

新規開発品 SP-05(arfolitixorin)日本権利導入及び SP-05 第Ⅲ相臨床試験費用等

に 1,689百万円を充当しております。 

 

②第三者割当による第 11回及び第 12回行使価額修正条項付新株予約権の発行（2022年５月 31日時点） 

割 当 日 2020年８月 31日 

発 行 新 株 予 約 権 数 

230,000個 

第 11回新株予約権 140,000個 

第 12回新株予約権  90,000個 

発 行 価 額 
総額 13,440,000円（第 11回新株予約権１個当たり 60円、第 12回新株予約権１

個当たり 56円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

5,555,440,000円（差引手取金概算額：5,545,440,000円） 

（内訳） 

第 11回新株予約権 

新株予約権発行による調達額：8,400,000円 

新株予約権行使による調達額：2,842,000,000円 

第 12回新株予約権 

新株予約権発行による調達額：5,040,000円 

新株予約権行使による調達額：2,700,000,000円 

割 当 先 マッコーリー・バンク・リミテッド（Macquarie Bank Limited） 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
116,879,961株 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 

23,000,000株（新株予約権１個につき 100株） 

（内訳） 

第 11回新株予約権 14,000,000株 

第 12回新株予約権  9,000,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

第 11回新株予約権 行使済株式数：14,000,000株 

（残新株予約権数 ０個） 

第 12回新株予約権 行使済株式数： 2,920,000株 

（残新株予約権数 60,800個） 
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現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

2,278,870,155円 

（内訳） 

第 11回新株予約権   865,212,357円 

第 12回新株予約権 1,413,657,798円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

SP-02開発等：1,545百万円（支出予定時期：2020年から 2023年） 

SP-04開発等：2,000百万円（支出予定時期：2021年から 2023年） 

SP-05開発等：2,000百万円（支出予定時期：2020年から 2024年） 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

調達額 2,278 百万円のうち 1,778 百万円を以下の医薬品開発等に充当しておりま

す。 

SP-02適応拡大非臨床試験費用、当局申請準備費用等：1,064百万円 

SP-04非臨床試験費用、第Ⅲ相臨床試験費用等：326百万円 

SP-05第Ⅲ相臨床試験費用等：388百万円 

 

③第三者割当による第 13回行使価額修正条項付新株予約権の発行（2022年５月 31日時点） 

割 当 日 2022年３月２日 

発 行 新 株 予 約 権 数 330,000個 

発 行 価 額 総額 10,890,000円（新株予約権１個当たり 33円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

3,442,890,000円（差引手取金概算額：3,422,890,000円） 

（内訳） 

新株予約権発行による調達額：10,890,000円 

新株予約権行使による調達額：3,432,000,000円 

割 当 先 マッコーリー・バンク・リミテッド（Macquarie Bank Limited） 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
133,946,210株 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
33,000,000株（新株予約権１個につき 100株） 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済株式数：13,665,100株 

（残新株予約権数 193,349個） 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

1,043,040,400円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

SP-02開発資金等：1,500百万円（支出予定時期：2022年から 2024年） 

新規開発品導入等：1,922百万円（支出予定時期：2022年から 2024年） 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

調達額 1,043百万円のうち 626百万円を株式会社 HikariQ Healthへの出資をはじ

めとする新規開発品探索費用その他開発体制維持費用等に充当しております。 

 

以上 
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（別紙） 

ソレイジア・ファーマ株式会社 

普通株式発行要項 

１．募集株式の種類 

普通株式 

 

２．募集株式の数 

12,000,000株 

 

３．募集株式の払込金額 

１株につき 85円 

 

４．払込金額の総額 

1,020,000,000円 

 

５．出資の方法 

金銭を出資の目的とする。 

 

６．払込期日 

2022年７月 14日 

 

７．増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

増加する資本金の額は、510,000,000 円（１株につき 42.5 円）とし、増加する資本準備金の額は

510,000,000円（１株につき 42.5円）とする。 

 

８．募集又は割当方法 

第三者割当の方法による。 

 

９．割当先及び割当株式数 

日本化薬株式会社 12,000,000株 

 

10．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 霞が関支店 

 

11．その他 

（１）上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（２）その他本株式に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

 

以上 
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